
令和８年度
浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎

空家待ち入居候補者募集のしおり

令和８年６月８日（月）～ ６月１９日（金）

令和８年７月１４日（火）午後２時～

浦添市役所 ８階 ８０１会議室

資料配布・申込の
期 間

申 込 方 法

抽 選 日

抽 選 会 場

よくお読み下さい

・子育て支援の入居者募集です。18歳未満の子供（胎児含む）が２人以上
いる世帯で、かつ、1年後も子育て世帯である見込みであることが入居資格の要件
となります。
※ただし、胎児の場合は親子健康手帳（母子健康手帳）の・氏名・妊娠週数が分かる箇所
の写しの確認となります。

・市民住宅の入居資格については、収入基準をはじめ、さまざまな制限があります。
お申込みをされる場合は、この「しおり」を最後までよく読んでお申込み下さい。

・マイナンバー（個人番号）が記載されている各種証明書等は、受けつけできません。
ご注意ください。

・申込みは１世帯１通に限ります。重複申込みの世帯は全ての申込みを失格とします。

・浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎は2028年以降に取り壊し予定です。取り壊し
にあたり、入居者に対して、明渡しを請求する場合があります。ご了承ください。

・浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎は５階建てエレベーターなし、車いす対応なし
の建物です。

・お申込み、お問い合わせ及び提出先          

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎指定管理者

株式会社レキオス・アスリンクホーム株式会社ＪＶ

ＴＥＬ ０９８-９４３-５７２２
〒９０４－０２０３  嘉手納町嘉手納５６－１ クレストビル1Ｆ

受付場所：浦添市役所 ８階 ８０１会議室

窓口受付：６/１５(月)～１９(金)
郵送受付：６/８(月)～１９(金) (６/１９消印有効)

受付時間：午前10時～午後3時30分 ※12:00～13:00を除く
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浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり



一般申込者
の場合

優遇申込者
の場合
（3ページ参照）

提出書類
・入居申込書
・ハガキ①と②（切手貼）

入居資格仮審査

申込み

提出書類
・入居申込書
・ハガキ①と②
・優遇者の分類と必要書類
※優遇申込みでも下記の必要種類を
  添付しなければ、一般申込み扱い

     になるのでご注意ください。

1．障がい者：障がい者手帳の写し
2．母子・父子家庭：戸籍謄本
3．生活保護：生活保護証明書
4．高齢者世帯：住民票謄本
5．引揚者：海外引揚証明
6．ハンセン病療養所入所者等：

  国立ハンセン病療養所長の証明書
7．多子世帯：住民票謄本

抽選番号送付
抽選番号が記載されたハガキをお送りします

抽 選
抽選は公開で行います

ちゅうせんばんごう

ちゅう せん

失 格
資格仮審査で対象とならない場合

落 選
抽選で落選した場合落選通知を送付します

当 選
抽選で当選された場合は

空き家待ち順位決定のハガキを送付します

資格審査書類の提出
失 格

提示した期限内に書類を提出しない又は
資格を喪失した場合などは失格となります

契約書類の提出
順位により通知します

入居説明及び入居契約
重要事項の説明や入居後に守って
頂くルールなどを説明します

入 居
敷金納付後に鍵をお渡しします

入居者募集の申込みから入居までの順序
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浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり

申込みには「一般申込者」と「優遇申込者」があります。
「一般申込者」とは３頁「優遇申込者」以外を言います。

空き家待ち

空き家発生
空き家待ち順位決定の順に案内をします



入居ができる条件は下記①から⑧までの全てを満たす方となります。

① 住所を市内に引き続き１年以上有する者であること。

② １８歳未満の子供（胎児含む）が２人以上いること。かつ、令和９年４月1日時点
で18歳未満の子供が2人以上いること。 

③ 現に生活に困窮していることが明らかな者であること。
※原則として入居予定者全員が持ち家を有していないこと。
※公営住宅に住んでいる方は申込みできません。
※団地には別居という形での入居はできません。

④ 本人及び同居者が暴力団員でないこと。
※入居申込み時に、暴力団員ではないこと等の誓約が必要です。
※入居資格審査時に、県警本部に照会します。
※暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号
に該当する者

⑤ 現に同居し、または同居しようとする方は親族であること。（別居中での申込・入居不可）

※事実婚の場合、住民票謄本に内縁であることを示す記載必要になります。
※婚約予定者は入籍後≪戸籍謄本≫の提出が必要になります。
※浦添市の≪パートナーシップ宣誓証明書≫の交付を受けたものも対象となります。

⑥ 市税、国民健康保険税の滞納がない者であること。

⑦ 市民住宅及び市営住宅の明渡し請求を受けたことがない者であること。

⑧ 月額所得が条例で定められた次の基準内であること。

      (イ)一般世帯の月収 158,000円を超えないこと（計算後の所得月収額）

      (ロ)裁量階層世帯の月収    214,000円を超えないこと（計算後の所得月収額）
※1

※１ 裁量階層世帯とは、高齢者や障害者世帯等、民間賃貸住宅を確保することが困難で、住宅に困窮している世帯

を対象として、住宅を確保しやすいように入居収入基準を緩和したものです。
本住宅に入居を申込む場合は、国が定めた月収額(政令月収と言います)が１５万８千円以下であることが必要

ですが、裁量階層世帯に該当する場合は、政令月収が２１万４千円以下であれば入居申込みができます。
詳しくは指定管理者までご相談ください。
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※この住宅は前記の申込資格要件のほかに、次の要件が必要です。
◎申込者が６０歳以上の者で下記に該当する同居者からなる世帯

① 配偶者

② １８歳未満の児童

③ 重度又は中度の身体障がい者若しくは知的障がい者等の精神的ハンディ
 を有する者

④ 年齢が６０歳以上の者

入居者資格

高齢者世帯向け住宅の入居資格（高齢者対応住宅）

①基本台帳に「申
込日から遡って３ヶ
月以上

②親族とは３親等
内のこと

③、⑤

市税は抽選日に未
納があっても、そ
の後納付すれば入
居手続き可能

家屋を有していて
も入居までに処分
していればよい

浦添市住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり

※ 令和5年度より連帯保証人が不要となりました。
ただし入居手続時に緊急連絡人届の提出が必要です。



申込みには「一般申込者」と「優遇申込者」があります。
「一般申込者」は抽選時に抽選番号１点が付与されます。
「優遇申込者」は下記の優遇事項に応じて抽選番号が各１点づつ加算されます。
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優遇申込者と提出書類

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり

※下記の優遇申込者に該当する方は、カッコ内の必要書類を提出してください。
必要書類（証明書）の提出がない場合は一般申込者の扱いになります。

○ひとり親世帯（戸籍謄本）・・・１点
・配偶者がいない者で１８歳未満の子を扶養している世帯

○障がい者（車いす除く）世帯（障がい者手帳の写し、療育手帳の写し）・・・１点
・身体障がい者（１～４級）
・精神障がい者（１～３級）
・知的障がい者（上記に規定する精神障害の程度に相当する程度）

○高齢者世帯（住民票謄本・特別）・・・１点
・６０歳以上の者と１８歳未満の児童

○多子世帯（住民票謄本・特別）・・・１点
・現に同居している世帯で、１８歳未満の児童が３人以上いる世帯（３人目の子供から１点ずつ加算）

○生活保護者（生活保護受給証明書）・・・１点
・生活保護を受けている世帯

○引揚者（海外引揚証明）・・・１点
・海外引揚者で、引揚から５年経過していない者の世帯

○ハンセン病療養所等（国立ハンセン病療養所等の長の証明）・・・１点
・「らい予防法の廃止に関する法律」より「らい予防法」が廃止される（平成8年3月31日）までの間に、
国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療所に入所していたものであって、
「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の施行の日（平成13年6月22
日）において生存している者

○ＤＶ被害者世帯（女性相談センター等の関係機関が発行する証明書）・・・１点
・ＤＶ被害者

※下記で規定のある年齢の基準日は令和８年4月1日です。

【例】親が、ひとり親かつ高齢者で、子供が３人の世帯
１点（原則）＋１点（ひとり親）＋ １点（高齢者世帯）＋ １点（多子世帯）＝４点



今回の入居者募集については、令和８年８月１日〜令和９年７月３１日までの
期間の入居順位を決める募集となります。

１．申込期間

令和８年６月８日（月曜日）～令和８年６月１９日（金曜日）
午前１０時～午後３時３０分まで ※窓口は土日祝祭日・慰霊の日を除く

 ※郵送は６月１９日付消印有効

３．申込方法と郵送先

この「入居者募集のしおり」にとじ込みされている「入居申込書」及びハガキ

①と②の２枚（抽選番号のお知らせと抽選結果のお知らせ）に必要事項を正確に記入

しハガキ２枚に８５円切手をそれぞれ貼り、必ず封筒に入れて郵送して頂くか、

浦添市役所８階 ８０１会議室へお届けください（期間６月１５日〜６月１９日）

※締切日の消印有効。封筒の裏には住所氏名を必ずご記入ください。

※郵便料金の不足がないよう、封筒の大きさや重さを確認して切手を貼って下さい。

※郵便料金の不足等があれば受付できませんので、ご注意ください。

※切手の貼っていないもの、不足しているもの又は住所氏名等の記入漏れ、記入誤り

等がある場合は、抽選番号等の通知ができず、失格となりますのでご注意ください。

※ハガキの住所は、確実に届く住所を記入して下さい。あて先不明等で返送された場

合等は失格となります。

郵送先 〒９０４－０２０３
嘉手納町嘉手納５６－１ 株式会社レキオス公営住宅課
※特定記録又は速達をお勧めします。

４．優遇申込者に該当する方は、証明書の添付が必要です。３ぺージの「優遇
申込者と提出書類」を確認してください。

〇 駐車場について
※原則として各世帯１台とします。

※駐車場使用料は毎月2,500円です。

 〇 共益費について
※家賃のほかに、毎月共益費の納付が必要です。必ず納めてください。
※共益費は下記のような団地内の維持管理に使用されます。
①電気料（共用部分の電灯、浄化槽、高架水槽の動力）
②水道料（居室以外の水道料）
③施設の維持（全体清掃費、共同アンテナ管理、遊具の維持、共同排水管清掃）
④各施設の運転及び保全費用（給水ポンプ等）
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申込み案内

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり



１．申込者は世帯主を原則とします。

２．申込みについて
この「入居者募集のしおり」の一番後ろに付いている通知用ハガキ①②に切手が貼ってい

ない場合や「市民住宅入居申込書」に記入漏れがある場合は受付できません。
また、申込み期限は厳守して下さい（申込期間は表紙に記載）。

３．申込みの注意事項について
次のような場合は失格となりますのでご注意ください。

① 申込み内容が虚偽である場合。

② 順位決定の通知を受け、決められた日までに入居の手続きを行わなかったとき。

③ 申込みをした家族が、同時に入居できないとき、または入居時に異っているとき。

（出生は除きます）

④ 申込みを複数口したとき。夫婦のほか、親族、婚約者同士で、それぞれ別々に申込みを

した場合、万一、誤って申込みが受付されても、重複申し込みとみなし、全ての申込みが

失格となります。

⑤ 申込みをした後に、住所を変更して、これを指定管理者（株式会社レキオス・アスリン

クホーム株式会社ＪＶ）に連絡しなかったとき。

⑥ その他申込みに必要な事項に不備がある場合。

⑦ 入居予定者のうち、１人でも持ち家を所有している場合

⑧ 本人又は同居者が、暴力団員であることが判明した場合

４．抽選会及び選考について

① 申込みした方全員に、抽選番号のハガキを送付します。

② 抽選会は公開抽選で、参加は自由です。

③ 抽選当日来場した方の中から、立会人を選び、抽選機を使って抽選を行います。

④ 抽選後、当選・落選に関わらず、抽選結果を申し込みした方全員に通知します。

⑤ 当選した方は、入居資格審査を行います。必要要件のすべてを満たしていなければ、

入居はできません。

５．提出された書類は、一切お返しできません。指定管理者で管理いたします。
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申込み及び入居時の注意

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり

抽選の会場と日時

日 時 令和８年７月１４日（火）午後２時

場 所 浦添市役所 ８階 ８０１会議室



６．緊急連絡人について（連帯保証人は令和5年度より不要）

ただし、入居契約には緊急連絡人届の提出が必要です（連帯保証人は不要となりました）
※緊急連絡人の条件
①日本国内に住所を有していること。
②入居決定者と住所又は居所を同じくしていないこと。
③18歳以上であること。

７．敷金は、家賃月額の３ヶ月分相当額を入居手続きの際に、納入していただきます。退去時には修
繕費等の入居者負担分を控除した後に残額を還付いたします。

８．家賃・駐車場使用料の納付期限は、毎月末日（口座振替の場合は毎月１０日引落し）です。
家賃・駐車場使用料を滞納した場合（原則として3ヶ月以上滞納されたとき）は、住宅の明渡しを請
求する等、必要な処分を行います。

９．家賃の納期限は、毎月末日ですが、口座振替日は毎月１０日です。
入居契約の際には口座振替の手続をお願い致します。

（家賃3ヶ月以上滞納されたときは、住宅の明渡しを請求致します。）

１０．万が一滞納に陥った場合、納付者との均衡をはかる為、滞納整理を行いますが、その際必要な書
類の調査に関し、契約時に同意することを了承してもらいます。

１１．家賃は、入居者からの収入申告（毎年度）に基づき、その収入等に応じて見直されます。

１２．別居という形での入居は出来ません。

１３．市民住宅内で、犬、猫、鳩、鶏等の近所に迷惑をかける動物を飼うことは禁止です。
（身体障がい者補助犬除く）

１４．入居後は、他の入居者や管理組合と共に市民住宅の清掃や保全に協力して頂きます。また、
自治組合が運営する共益費が発生します。

１５．周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはいけません。（迷惑行為の禁止）

１６．家賃、共益費等の滞納がある場合は、修繕の対応や諸証明の発行をお断りする場合があります。

１７．一度、申込みした市民住宅は変更できません。

１８．提出された書類は一切お返しできません。

１９．公営住宅に現在住んでいる方が、他の公営住宅へ住み替えるための申込みは原則として受付できま
せん。（公営住宅とは、県営住宅、市町村営住宅をいいます）

２０．上記１３〜１５について、指導等に従わない場合は、迷惑行為として退去して頂く場合があります。

6

申込み及び入居時の注意（続き）

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり



7

月額所得の計算方法

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり

年間総所得金額（Ａ）
●年間総所得金額（Ａ）とは、前年の総収入金額（税込）から税法上認められた必要経費（老齢年金
および普通恩給の場合には公的年金等控除額）を控除した額です。
なお、所得のある方が２人以上いる場合は、それぞれの所得金額を合算します。

●「総収入金額」とは、ここでは税込総支給額のことをいい、「所得」とは、一定の計算方法で算出
された金額をいいます。

●申込締切日以降の出生者は「月額所得」計算の「親族控除」の対象とは成りません。

年間総所得金額（A） － 該当する控除の合計金額（B）

１２ヶ月

該当する控除金額（Ｂ）

月 額 所 得    ＝

控 除 金 額 の 計 算

控除の種類 内 容 控除額

一

般

1．同 居 親 族 本人以外の配偶者及び同居扶養親族
38万円×( )人

2．別居扶養親族 所得税法の控除を受けている扶養親族

3．給与所得者
本人または同居者の中で、過去一年間において給与所得又
は公的年金等に係る雑所得を有する方

上限 10万円×（ ）人
所得金額が10万円未満の場
合は当該所得金額4．公的年金等所得者

そ

の

他

の

控

除

5．老人扶養親族 控除対象配偶者及び扶養親族のうち70歳以上の方
※合計所得金額が４８万円を超えていない方

10万円×( )人

6．特定扶養親族 扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方
※合計所得金額が４８万円を超えていない方

25万円×( )人

7．ひとり親控除 本人又は同居者のうち、次の①・②・③すべての要件を満
たす方

①婚姻をしていない又は配偶者と離婚・死別・生死不明で
その後婚姻または事実婚状態にない方

②生計を一にする子（合計所得金額が４８万円を超えてい
ない、かつ他者の扶養親族になっていない）を有する方

③合計所得金額が５００万円以下の方

上限 35万円

所得金額から「3.給与所得
者」「4.公的年金等所得
者」の控除を差引き後、残
額が35万円未満の場合は当
該残額

8．寡 婦 控 除 本人又は同居者のうち上記ひとり親に該当せず、事実婚状
態にない方で、次の①・②いずれかの要件を満たす方

①夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族があり、合計
所得金額が５００万円以下の方

②夫と死別後婚姻していない、もしくは生死不明で、
合計所得金額が５００万円以下の方

上限 27万円

所得金額から「3.給与所得
者」「4.公的年金等所得
者」の控除を差引き後、残
額が27万円未満の場合は当
該残額

9．障がい者 本人、配偶者、扶養親族及び同居親族の中で障がい者手帳
などの交付を受けている方

身体（3級以下） 精神（2級以下） 知的（Ｂ１以下）

27万円×( )人

10．特別障がい者 本人、配偶者、扶養親族及び同居親族の中で障がい者手帳
などの交付を受けている方。 重度の障がい者

身体（1、2級） 精神（1級） 知的（Ａ1、Ａ2）

40万円×( )人
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月額所得の計算方法（続き）

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり

月額所得計算例
（例1）一般世帯の場合
（注1）入居者（入居名義人）は本人とする。

（注2）本人は給与所得者で、給与等の金額は3,590,000円、その給与所得の金額は2, 431,600円とする。

（注3）配偶者は給与所得者で、給与等の金額は1,200,000円、その給与所得の金額は650,000円とする。

①合計所得金額
本人分＋配偶者分＝2,431,600円＋650,000円＝3,081,600円（Ａ）

②控除金額
同居家族が３人であるから 380,000円×3人＝1,140,000円
給与所得者が２人であるから 100,000円×2人＝200,000円
合計控除金額は1,140,000円＋200,000円＝1,340,000円（B）

③月額所得
（ 3,081,600円－1,340,000円）÷12＝約145,133円（当該世帯の月収額）
⇒月額所得が158,000円を超えないので入居資格があります。

（例2）その他裁量階層世帯（高齢者・障がい者等）の場合

（注1）入居者（入居名義人）は本人とし、給与所得額で、その給与等の金額は4,600,000円でその

給与所得は3,240,000円とする。

（注2）子Ａは給与所得者（給与等の金額は2,400,000円で、その給与所得は1,600,000円）である。

（注3）子Ｂは特別障がい者であり、障がい年金収入は1,500,000円であるが、障がい年金の収入は

所得が発生しない。

（注4）子Ｃ（20歳）は本人の扶養親族で進学のため別居中である。

（注5）配偶者は本人の扶養対象配偶者である。

①合計所得金額
本人分＋子Ａの分＝ 3,240,000円＋ 1,600,000円 ＝ 4,840,000円（Ａ）

②控除金額
同居家族が３人であるから   380,000円×3人＝ 1,140,000円
非同居の親族が１人であるから                             380,000円
給与所得者は２人であるから   100,000円×2人＝ 200,000円
子Ｃが特定扶養親族なので      250,000円
子Ｂが特別障がい者なので      400,000円
合計控除金額は    2,370,000円（B）

③月額所得
（4,840,000円－ 2,370,000円）÷12＝約205,833円（当該世帯の月収額）
⇒月額所得が214,000円を超えない裁量階層の範囲なので入居資格があります。

子C

本人 配偶者

子A 子B

本人 配偶者

子A 子B
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案内図及び間取り図

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 住所：浦添市港川４３３番地

浦
添
市
民
住
宅

子
育
て
支
援
港
川
宿
舎
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募集する住宅について

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎

住宅名 所在地 間取り 床面積 戸数
建築
年度

備考

1号棟
港川
433

３DK ５３㎡ ３7

S.61

・５階建て
・エレベーター無し
・駐車場有り（１台）
・給湯器無し（ガス風呂釜）
【校区】
・港川小学校・港川中学校

２LDK ５３㎡ 3

2号棟
港川
433

３DK ５３㎡ ４０ S.61

・５階建て
・エレベーター無し
・駐車場有り（１台）
・給湯器無し（ガス風呂釜）
【校区】
・港川小学校・港川中学校

入居者
の収入

104,000円
以下

104,001円～
123,000円

123,001円～
139,000円

139,001円～
158,000円

158,001円～
186,000円

186,001円～
214,000円

1棟3DK
（53.083㎡） 17,000 19,600 22,500 25,300 28,900 33,400

1棟2LDK
（52.471㎡） 16,800 19,400 22,200 25,000 28,600 33,000

2棟3DK
（53.083㎡） 17,000 19,600 22,500 25,300 28,900 33,400

空家が発生しない場合は、入居案内はありません。
棟、階層などは選べません。また、原則として入居前の内覧はできません。
５階建て、エレベーターはありません。

※家賃は、おおむね下記の金額です（家賃は世帯の所得等に応じ、毎年変わります）
（単位：円）
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１. 「浦添市民住宅入居申込書（様式第1号）」は例を参考にして記入して下さい。

２. ハガキ①と②に住所、氏名を記入して下さい。

３. 「８５円切手」をハガキ①と②の２枚に貼って下さい。

４. 申込みの前に記入漏れや記入の誤りがないか確認して下さい。

５. 「浦添市民住宅入居申込書」とハガキ①と②の２枚を封筒に入れて
６月８日～６月１９日までに下記へ郵送して下さい。

６．郵送料金は封筒の大きさや重さによって異なりますので、郵送の際は郵便局窓口に
て行うことをお勧めします。

※優遇申込者は該当する証明書を添付して下さい。
（添付されていない場合は、一般申込み扱いとします。）

提 出 先
〒９０４-０２０３
嘉手納町嘉手納５６－１ クレストビル１Ｆ

   株式会社レキオス 公営住宅課

お問合せ
株式会社レキオス 公営住宅課

０９８－９４３－５７２２
このしおりをひと通りお読み頂い
た後で、ご不明点などがありまし
たら、手元に置いてお電話下さい

申込方法について

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり
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記名を
忘れずに

ここに記載のない方
は同居できません

現在の住まいの現況を
〇で囲んで下さい

浦添市民住宅入居申込書の記入例

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり

子育て支援港川
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市民住宅入居申込書の記入例

浦添市民住宅・子育て支援港川宿舎 入居者募集のしおり

※は記入なし
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